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○ 相模原市・津久井郡 4 町事務事業調査の取りまとめ（主要項目）について 

 

１ 事務事業調査の概要 

 相模原市及び津久井郡４町は、平成 15 年 7 月 8 日に「市町村合併に関する調査研究部会」を設置し、地域の現況や特性、行政水

準の比較及び地域全体を把握するための調査研究を行い、更に既存の各種統計資料を活用し、１市４町の現況について、人口、面積、

産業等の基礎的な項目について比較及び分析を行い、平成１５年１０月に中間報告として、とりまとめました。 

この基礎的な項目に関する調査研究に続き、「市町村合併に関する調査研究部会」は、相模原市、津久井郡４町（津久井郡広域行

政組合を含む）及び神奈川県（津久井地区行政センターなど）が実施している事務事業について、行政サービスや負担の違い等を比

較し、仮に事務事業を統合する場合の課題を抽出するための事務事業調査を実施し、特に住民生活に関連が深い事務事業や住民負担

を伴う事務事業を選定し、主要項目として取りまとめました。 

 

 

 

平成 16 年１月  

                       相模原市・津久井郡４町等広域行政連絡会議 市町村合併に関する調査研究部会 
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２ 調査項目の内訳 

 ※今回の調査は、相模原市の事務事業（事務事業名、実施課名）を基準として実施し、相模原市の常任委員会の分野別に

とりまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

分                野 主要項目件数 

総務 
秘書課、企画部、総務部、財務部、会計課、選挙管理委員会、公平委員会、監

査委員及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事務          ２１ 

民生 
保健福祉部及び市民部の所管に属する事務  

８９ 

環境経済 
経済部、環境保全部、環境事業部、消防本部及び農業委員会の所管に属する事

務 

 

３５ 

建設 
都市部、建築部及び土木部の所管に属する事務  

２０ 

文教 
教育委員会の所管に属する事務  

１４ 

合                計 
１７９ 
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※ 事務事業調査の表の見方について 

  「課名」欄‥‥‥‥‥‥‥‥当該事務事業を実施している相模原市の担当課名。 

  「事務事業名」欄‥‥‥‥‥相模原市における事務事業名。 

「事業概要」欄‥‥‥‥‥‥当該事務事業内容の概要。 

「事業比較」欄‥‥‥‥‥‥当該事務事業の主な特徴や相違点。 

「検討を要する事項等」欄‥事務事業の相違を調整する場合、今後検討が必要と思われる事項等。 
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（（１１））  総総                務務  
 

（企画・総務・財務） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



総合計画進行管理事務比較

内容

平成１５年度から平
成１８年度を期間と
する中期実施計画に
ついて、進捗状況の
把握を行っている。

毎年度向こう5年間
のローリングシステ
ムにより、実施計画
を策定している。

平成１３年度から平
成１５年度を期間と
する実施計画につい
て、津久井町総合計
画進行管理要綱に基
づき進捗状況の把握
を行っている。

平成１０年度
～平成１９年度

平成１５年度から平
成１９年度を期間と
する実施計画につい
て、進捗状況の把握
を行っている。
平成16年度～17年度
実施計画策定済み。

平成１５年度から平
成１７年度の３ヵ年
を期間とする実施計
画について、進捗状
況の把握を行ってい
る。

第４次相模湖町総合
計画

藤野町第４次総合計
画

平成１１年度
～平成１５年度

平成１１年度
～平成２０年度

平成１０年度
～平成２９年度

相模原市２１世紀総
合計画

城山町新総合計画 第二次新津久井町総
合計画

平成１１年度
～平成２２年度

平成１３年度
～平成２２年度

平成1３年度
～平成１７年度

平成１０年度
～２１世紀初頭

平成１３年度
～平成２２年度

平成３年度
～平成２２年度

・計画の体系、構成、計画期間、見直し方法の相違。

藤野町区　　　分 相模原市 城山町 津久井町

総合計画策定状況

基本計画の期間

基本構想の期間

相模湖町

課名 事務事業名 内　　　　　容

総合計画進行
管理事務

事業概要

企
画
政
策
課

検討を要する
事項等

　各市町において策定する総合計画、基本計画の円滑な推進を図るため、実施計画の進捗状況を把握する。

事業比較
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課名 事務事業名 内　　　　　容

市（町）政モニター比較

相模湖町 藤野町

広
聴
広
報
課

市（町）政モ
ニター

事業概要
　市町政について、住民からの意見や提案を計画的、継続的に集約し、施策の計画立案や行政効果の測定等に
活用する。

事業比較

区　　　分 相模原市 城山町 津久井町

任　　期 １年 ２年 ２年

定　　員
市政モニターＡ　４０人以内　　

７人 ２０人以内市政モニターＢ　２０人以内　　

年額１０，０００円 図書券（5000円）１
年間

職　　務

○市政モンターＡ
・モニター会議、施
設見学会への出席
（年７回程度）
・アンケートの提出
（年数回）
・市政への任意提案
（随時）
○市政モニターＢ
・アンケートの提出
（年数回）
・指定する課題に対
する意見の提出（年
３回程度）
・市政への任意提案
（随時）

○地域課題のレポー
ト提出
○会議への出席
○意見や要望の提出
○出前役場への参加

○アンケート及び指
定する課題に対する
意見の提出（年数
回）
○町政への任意提案
（随時）

検討を要する
事項等

・任期、職務内容、謝礼等の相違。
・選出地区の地区割り等の相違。

応募資格

公募で選考。満２０
歳以上の住民登録ま
たは外国人登録をし
ている人

公募で選考（町内に
在住する20歳以上の
方）

公募で選考（町内に
住所を有する20歳以
上の人）

該当なし 該当なし

謝　　礼

○市政モニターＡ
・年額１７，０００
円以内
(会議、施設見学会
出席１回につき
２,０００円）
・アンケートの提出
１回につき５００円
○市政モニターＢ
・アンケートの提出
１回につき５００円
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課名 事務事業名 内　　　　　容

・配布方法・規格に相違。

・地区の範囲、開催回数の調整。

・自治会未組織・未加入者の調整。

該当なし

～11月12日 ～11月2日 ～7月2日 ～9月29日

19会場回 数 18会場 12会場

参 加 者
26人 18.9人

（１会場平均）
35.6人

議 題 件 数

21．3人

160件

24会場

155件 134件 211件

平成14年8月8日 平成14年9月26日 平成14年5月20日 平成14年8月24日

検討を要する
事項等

広
聴
広
報
課

世論調査等広
聴費

事業概要

広
聴
広
報
課

広報紙等発行
費

事業概要

検討を要する
事項等

　地区自治会と市町とのコミュニケーションの場を設け、まちづくり等への意見や要望を聴く。

事業比較

平成14年度事業の概要

区 分 相 模 原 市 城 山 町 津 久 井 町 相 模 湖 町 藤 野 町

期 間

自治会配布（さがみこ）

自治会配布
新聞未購読者への郵送 新聞折込（おしらせ版） 新聞折込（お知らせ版） 新聞折込（お知らせ版）

配 布 方 法
新聞折込 自治会配布（広報ぷりにーず） 自治会配布（つくい）

１２ページ（１０回）

８ページ（１４回） ４ページ（お知らせ版）

１８ページ（つくい） Ｂ４版（お知らせ版１ページ両面） １６ページ

Ａ４版（さがみこ16ページ）

3,700部/回
10,600部/月（お知らせ版） 3,500部/月（お知らせ版）

規 格

タブロイド版 Ａ４版（広報ぷりにーず20ページ） Ａ４版 Ａ４版

２ページ（１回） タブロイド版（おしらせ版4ページ）

発 行 部 数 平均230,000部/回
9,350部/月（つくい） 3,600部/月（さがみこ）

毎月１回（１日）

臨時号１回 １５日おしらせ版） １５日お知らせ版） １５日お知らせ版）

毎月２回（１日・１５日） 毎月２回（１日広報ぷりにーず 毎月２回（１日つくい・ 毎月２回（１日さがみこ・

　住民と行政を結ぶパイプ役として、住民に直接関わりのある情報のほか、行政の現状や課題などをタイム
リーに分かりやすく提供している。

事業比較

平成１５年度事業の内容

区 分 相 模 原 市 城 山 町 津 久 井 町 相 模 湖 町 藤 野 町

発 行 回 数

7,200部/回（広報ぷりにーず）

8,000部/回（おしらせ版）
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課名 事務事業名 内　　　　　容

電子計算組織等経費比較

国際交流事業比較

○エクアドルの民族
音楽と民族舞踊鑑賞
等（小学校２校）

情
報
シ
ス
テ
ム
課

電子計算組織
等経費

事業概要 　ホストコンピュータを利用したシステムの運用管理経費。

事業比較

区　　　分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

事業内容

○適用業務５２業務
○オンライン端末機450
台
（平成15年10月1日現
在）

○適用業務　３０業務
○オンライン端末機49
台
（平成15年10月1日現
在）

○適用業務　２８業務
○オンライン端末機54
台
（平成15年10月1日現
在）

○電子計算業務（シス
テム運用）については
委託
（平成15年10月1日現
在）

○新住民情報システム
プログラム使用（２６
システム）
○オンライン端末機23
台
（平成15年10月1日現
在）

検討を要する
事項等

・過年度データの取扱い方、住民記録・住登外登録データの名寄せ等の作業の調整。
・資産税システムなどの再構築に係る調整。
・各適用業務システムの課題の整理等調整。

藤野町相模原市 城山町区　　　分

文
化
国
際
課

国際交流事業

事業概要 　友好都市との交流を通して、国際化の推進等を図る。

事業比較

○国際理解のための
講演会

○オーストリアから
の芸術家受け入れ事
業（アーティスト・
イン・レジデンス）

○友好都市との交流
事業
・カナダ　トレイル
市との交流
○国際化推進事業
・サンフランシスコ
文化交流団受入

津久井町 相模湖町

検討を要する
事項等

・各市町の友好都市が近接している場合の、友好都市継続の意向確認や調整。

事業内容

○友好都市との交流事
業
・無錫市との交流
・トロント市との交流
○国際化推進事業
・国際化推進事業支援
金
・日本語ボランティア
養成講座
・通訳ボランティア派
遣
・暮らしのガイドブッ
ク（外国語版）作成
・職員通訳登録・派遣
制度
・市民海外レポーター
制度
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課名 事務事業名 内　　　　　容

男女共同参画啓発事業比較

統合文書管理システム事業比較表

・住民意識の把握、事業開催の方法の調整。
・現在、制定を進めている条例の適用等の調整。

プログラムプロダク
ト保守、ソフトウェ
ア保守、ハードウェ
ア保守。 該当なし

検討を要する
事項等

・文書処理、管理方法などの文書事務ルールの調整。
・システムを利用するための環境整備等調整。
・サーバシステム性能の相違。

事業内容

システム開発(ソフ
トウェア適用、カス
タマイズ他)、運用
テスト、マニュアル
作成、操作研修他。

該当なし

システム開発(ソフ
トウェア適用、カス
タマイズ他)、運用
テスト、マニュアル
作成、操作研修他。

総
務
課

一般事務費
（統合文書管
理システム
分）

事業概要
　公文書の発生から保存、廃棄までを電子文書として一元的、総合的に管理することにより、迅速な決裁処理
の実現、庁内情報の共有化による事務又は事業の効率化、情報公開に対応できる目録の整備等を図ることを目
的とする。

事業比較

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

男
女
共
同
参
画
課

男女共同参画
啓発事業

事業概要 　望ましい男女共同参画社会の実現をめざし、男女共同参画について住民意識の啓発を図る。

事業比較

区　　　分 相模原市 城山町 津久井町

検討を要する
事項等

藤野町

事業内容

○さがみはら女と男の
いきいきフォーラム
○情報誌｢と・も・
に｣、｢お父さんといっ
しょ｣の発行
○ソレイユさがみを拠
点とした講座開催等各
種啓発事業の実施
○１市４町啓発事業の
開催（ソレイユさが
み）

○１市４町啓発事業
の開催（ソレイユさ
がみ）

○１市４町啓発事業
の開催（ソレイユさ
がみ）

○かながわ女性会
議、県津久井地区行
政センター及び藤野
町との共催事業の開
催
○１市４町啓発事業
の開催（ソレイユさ
がみ）
○さがみこ男女共同
参画推進プラン推進
協議会の開催

○かながわ女性会
議、県津久井地区行
政センター及び相模
湖町との共催事業の
開催
○１市４町啓発事業
の開催（ソレイユさ
がみ）
○かながわ女性セン
ターとの共催事業の
開催

相模湖町

システム稼動時期 平成16年4月 システム未導入 平成16年4月
導入済み（簿冊管理

機能のみ）
システム未導入

区　　　　分
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課名 事務事業名 内　　　　　容

情報公開制度運営事務比較

　

　

検討を要する
事項等

・公開請求できる者の相違。
・公開請求に関する窓口体制や請求方法についての調整。

行政資料コーナー

情報公開窓口（企画
課）。なお、郵送、
ＦＡＸ及び電子メー
ルによる請求の提出
可。

公開請求できる者

市内に住所を有する
者、市内の事務所若
しくは事業所に勤務
する者その他市政に
関わりを有するもの
又は市政に関し公開
を必要とする理由を
明示するもの。

請求受付窓口

行政資料コーナー。
なお、電子メールに
よる請求可。 町民情報コーナー 町政情報コーナー

何人も 何人も

町内に住所を有する
者、町内の事務所若
しくは事業所に勤務
する者などその他公
文書の公開を必要と
する理由を明示する
もの。

何人も

対象となる公文書

実施機関の職員が職
務上作成し、又は取
得した文書、図画
（これらを撮影した
マイクロフィルムを
含む。）及び電磁的
記録（電子的方式、
磁気的方式その他人
の知覚によっては認
識することができな
い方式で作られた記
録をいう。）であっ
て、実施機関の職員
が組織的に用いるも
のとして、実施機関
が保有しているも
の。

実施機関の職員が職
務上作成し、又は取
得した文書、図面及
び電磁的記録（電子
的方式、磁気的方式
その他人の知覚に
よっては認識するこ
とができない方式で
作られた記録をい
う。）であって、当
該実施機関において
管理しているもの。

実施機関の職員が職
務上作成し、又は取
得した文書、図画
（これらを撮影した
マイクロフィルムを
含む。）及び電磁的
記録（電子的方式、
磁気的方式その他人
の知覚によっては認
識することができな
い方式で作られた記
録をいう。）であっ
て、実施機関の職員
が組織的に用いるも
のとして、実施機関
が保有しているも
の。

実施機関の職員が職
務上作成し、又は取
得した文書、図画及
び電磁的記録（電子
的方式、磁気的方式
その他人の知覚に
よっては認識するこ
とができない方式で
作られた記録をい
う。）であって、実
施機関の職員が組織
的に用いるものとし
て、実施機関が保有
しているもの。

実施機関の職員が職
務上作成し、又は取
得した文書、図画及
び電磁的記録（電子
的方式、磁気的方式
その他人の知覚に
よっては認識するこ
とができない方式で
作られた記録をい
う。）であって、実
施機関において管理
しているもの。

藤野町

実施機関

市のすべての機関 町のすべての機関 町のすべての機関 町のすべての機関 町のすべての機関
（土地開発公社を含
む）

総
務
課
情
報
公
開
室

情報公開制度
運営事務

事業概要
　市町民の請求に基づき実施機関が保有する公文書の閲覧や写しの交付を行う制度で、各市町の情報公開条例
に基づき実施。

事業比較

区　　　　分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町
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課名 事務事業名 内　　　　　容

個人情報保護制度運営事務比較

　

　

○取扱いの制限
○取扱事務の登録等
○収集の制限
○利用及び提供の制
限
○オンライン結合に
よる提供
○適正な管理

行政資料コーナー
情報公開窓口（企画
課）

検討を要する
事項等

・オンライン結合についての調整。

請求受付窓口 行政資料コーナー 町民情報コーナー 町政情報コーナー

相模湖町

○取扱いの制限
○取扱事務の登録等
○収集の制限
○利用及び提供の制
限
○オンライン結合に
よる提供
○適正な管理

自己情報に関する権
利等

○開示請求権
○訂正請求権
○是正の申出

○開示請求権
○訂正請求権
○是正の申出

○開示請求権
○訂正請求権
○是正の申出

○開示請求権
○訂正請求権
○是正の申出

○開示請求権
○訂正請求権
○是正の申出

　実施機関の義務

○取扱いの制限
○取扱事務の登録等
○収集の制限
○利用及び提供の制
限
○適正な管理

藤野町

実施機関

市のすべての機関 町のすべての機関 町のすべての機関 町のすべての機関 町のすべての機関
（土地開発公社を含
む）

津久井町

総
務
課
情
報
公
開
室

個人情報保護
制度運営事務

事業概要
　個人情報の取扱による個人の権利利益の侵害を防止しようとする制度で、各市町の個人情報保護条例に基づ
き実施。

事業比較

区　　　　分 相模原市 城山町

○取扱いの制限
○取扱事務の登録等
○収集の制限
○利用及び提供の制
限
○適正な管理

○取扱いの制限
○取扱事務の登録等
○収集の制限
○利用及び提供の制
限
○適正な管理

相模原市 城山町 津久井町

なし

事
務
管
理
課

職員定数管理
計画策定事務

事業概要
　事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、将来の事務量に見合う職員定数を推計し、職員定数管理計画とし
て定めるもの。

事業比較

職員定数管理計画策定等の比較表

検討を要する
事項等

・定数管理計画の基本となる組織や定数の相違。

区　　　　　分 相模湖町 藤野町

計画策定有無 あり あり なし あり
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課名 事務事業名 内　　　　　容

給与等比較表

・インフラ整備、科目体系の調整。

平成18年度

16年度

17年度（執行系） 執行・補正

予算・決算

検討を要する
事項等

財
務
課

財務会計オン
ラインシステ
ム開発経費

事業概要

該当なし 該当なし

概要設計・詳細設計

平成17年度 平成15年度
画面・帳票詳細設計・プログラミング

平成15年度～

平成17年度

新システム稼動

16年度（予算系）

城 山 町 津 久 井 町 相 模 湖 町 藤 野 町

事業比較

経過及び今後の計画

区 分 相 模 原 市

基 本 構 想 策 定 平成12年度

18年度（決算系）

　財務オンラインの一層の効率化を図り、新たに主要事業計画の策定や事務事業評価の実施等の機能を加える
ため、現行の財務会計オンラインシステムの再構築を図る。

－

349,910円
42歳1月

350,496円
41歳9月

検討を要する
事項等

・給与電算システム、支給方法、支給日、支給額、年末調整、指定金融機関との協定、非常勤職員等の賃金
　支給手法等の相違。

給与等支給事務（平成１５年４月１日
現在）
一般行政職平均給料
一般行政職平均年齢

374,861円
43歳7月

349,194円
41歳3月

350,86４円
41歳2月

職
員
課

給与制度
（全般）

事業概要 　職員等へ条例及び規則に基づき給与等の支給を行うもの。

事業比較

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

平成13年度

～平成14年度

－

区　　　　　　　　　分
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課名 事務事業名 内　　　　　容

事業概要

契
約
課

一般事務費
（入札制度及
び入札参加登
録の状況）

藤 野 町区　　　分 相 模 原 市

会 場 入 札

事業比較

検討を要する
事項等

議案となる契約額
3億円（工事・製造）

登録有効期間 2年間

城 山 町 津 久 井 町 相 模 湖 町
5,000万円（工事・製造）

1億円（財産の取得） 700万円（財産の取得） 1,000万円（財産の取得） 1,000万円（財産の取得） 1,000万円（財産の取得）

5,000万円（工事・製造） 5,000万円（工事・製造） 5,000万円（工事・製造）

会 場 入 札

閲覧または販売 閲覧または販売

入札方法 会 場 入 札 会 場 入 札
郵便入札（2,500万円以
上の工事）、会場入札

設 計 図 書 販売または貸し出し 貸し出しのみ 販売または貸し出し

予定価格の公表
2,500万円以上の工事は事前

130万円超工事は事後
全て事後 全て事後 全て未公表

130万円以上は事後 （今年度試行中）
3年間 2年間

登
録
者
数

工 事 1,519 652
委 託
物 品 1,116 408

2年間 2年間
801 552 519

445 343 306
1,961 753 810 603 534

280,000円
市
民
税
課

個人住民税現
年課税分

事業概要

事業比較

検討を要する
事項等

区　　　分 相 模 原 市 城 山 町 津 久 井 町

均 等 割 3,000円 2,000円 2,000円

藤 野 町

2,000円 2,000円

相 模 湖 町

・非課税基準額の変更に伴う均等割非課税者の推移等の相違。

1月

非 課 税 基 準

最 終 納 期 1月

350,000円

1月 1月

280,000円 280,000円320,000円

　公共工事の公正な競争の促進かつ透明性の確保を図る。

・議決案件となる契約金額の相違。
・電子入札を踏まえた入札方法、公表方法の調整。

　住民が地域社会の費用をその能力に応じて広く負担する。

1月
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課名 事務事業名 内　　　　　容

・課税実体の把握等調整。
検討を要する

事項等

納 税 義 務 者
事業所等において事

事業年度終了2か月以内（法人）

業を行う法人又は個人

課 税 標 準
資産割

従業者割

免 税 点
事業所合計床面積千㎡以下

該当なし

市
民
税
課

事業所税現年
課税分

事業概要

事業比較

区 分 相 模 原 市

翌年3月15日まで

平成14年度決算
額

2,728,310千円

従業者数100人以下

申 告 納 付 期 限

相 模 湖 町 藤 野 町

（資本金・従業者数により相模原市は11段階、４町は9段階）
均 等 割

5万円～300万円
城 山 町 津 久 井 町

市
民
税
課

法人住民税現
年課税分

事業概要

事業比較

検討を要する
事項等

区　　　分 相 模 原 市

12.3% 12.3%
12.3%～14.7% 12.3%～14.7%

法人税割の税率
5億円未満～10億円以上 2億円未満～5億円以上

12.3%

・税率区分の相違。

城 山 町 津 久 井 町 相 模 湖 町 藤 野 町

　都市環境の整備・改善事業の費用の一部を負担していただくための目的税（人口30万人以上の市）。

　市町村に事務所や事業所がある法人に対して課せられる税で、資本金や従業者数に応じて負担する均等割と
法人の所得に応じて負担する法人税割がある。
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課名 事務事業名 内　　　　　容

資
産
税
課

都市計画税現
年課税分

資
産
税
課

固定資産税現
年課税分

検討を要する
事項等

藤 野 町
税 率 1.4%

納
期

区　　　分

１２月１日～１２月２８日 １２月１６日～１２月２５日

５月１６日～５月３１日第 １ 期 ５月１日～５月３１日

相 模 湖 町

事業概要

事業比較
７月１６日～７月３１日

５月１５日～５月３１日 ５月１６日～５月３１日

７月１日～７月３１日

相 模 原 市 城 山 町 津 久 井 町

５月１５日～５月３１日

７月１日～７月３１日

１２月１日～１２月２５日

第 ２ 期
第 ３ 期 ９月１日～９月３０日

・納期の相違。
・都市計画税を課税する区域（市街化調整区域及び非線引き都市計画区域）の取り扱いの調整。
・市街化区域内農地の課税の取り扱い等調整。

納
期

１２月１日～１２月２５日

区　　　分 相 模 原 市 藤 野 町

７月１日～７月３１日

第 ４ 期 １２月１日～１２月２５日 ２月１日～２月末日

事業概要

事業比較

検討を要する
事項等

－－

城 山 町 津 久 井 町 相 模 湖 町

５月１５日～５月３１日

－
９月１日～９月３０日

７月１日～７月３１日

１２月１日～１２月２５日第 ３ 期
第 ２ 期

　１月１日現在の固定資産（土地、家屋、償却資産）所有者に、固定資産の価値に応じて税を負担してもら
う。

・土地・家屋の評価方法の調整。
・納税義務者の宛名の設定、納税通知書、課税明細書、名寄帳、納期等の相違。
・市街化区域内農地の課税の取り扱い等調整。

２月１日～２月末日２月１日～２月末日第 ４ 期 １２月１日～１２月２５日 ２月１日～２月末日 ２月１６日～２月末日

７月１日～７月３１日 ７月１日～７月３１日

第 １ 期 ５月１日～５月３１日

税 率 0.3%

　都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるため目的税として課税する。

15



課名 事務事業名 内　　　　　容

2 2 2

3

・事業の内容の相違。

啓発用カレンダー ○

検討を要する
事項等

・評価システムの相違。
・各路線のバランス、土地価格比準表の見直し等の調整。

○ ○

政治施設見学会

議 会 傍 聴 ○

明るい選挙推進協議会補助金 ○ ○ ○

新成人用バースデイカードの送付 ○
成人式啓発（図書券配布） ○ ○ ○

啓発ポスターコンクール ○

国 会 見 学 会 ○

○

相 模 湖 町 藤 野 町

○ ○常 時 啓 発 ○ ○ ○

区 分 相 模 原 市 城 山 町 津 久 井 町

平成15年度事業の内容

価格要因図作成
業務委託

固定資産情報シ
ステム関連整備
業務委託

標準宅地時点修
正業務委託

標準宅地時点修
正業務委託

　有権者の政治参加への意識を高めるための事業を行う。

藤 野 町

固定資産評価シ
ステム業務委託

固定資産土地評
価業務委託

土地・家屋電算シス
テム修正業務委託

標準宅地時点修
正業務委託

標準宅地時点修
正業務委託

城 山 町

1

相 模 原 市

1

津 久 井 町 相 模 湖 町

資
産
税
課

固定資産評価
システム業務
委託

事業概要
　固定資産（土地）の適正かつ効率的な課税事務のため、地域特性等類似地域の判定（固定資産評価システム
業務委託）、価格要因図の作成及び標準宅地時点修正業務等を行う。

事業比較

平成15年度事業内容

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

選挙啓発経費

事業概要

事業比較

検討を要する
事項等

1 1 1
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